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１ 購入の目的 

  消防団本部及び消防団車両並びに常備消防にデジタル簡易無線登録局を整備し、

消防団員相互の情報伝達を可能とし、更には消防団と常備消防との間の情報伝達を

容易にする環境を整備することを目的とする。 

 

２ 件名 

  デジタル簡易無線機購入 

 

３ 納入品、台数、設置作業等 

  別紙仕様詳細のとおり 

 

４ 納入場所 

  八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地 

  草加八潮消防組合 草加八潮消防局情報指令課（八潮消防署３階）ほか、別紙仕

様詳細のとおり 

 

５ 納入期限 

  令和７年１１月２８日 

 

６ 支払方法 

  業務完了一括払い（請求書は、発注者が指定する区分に分け提出すること） 

 

７ 契約の範囲 

 ⑴ 受注者は、本仕様書に基づきデジタル簡易無線電話装置登録局（以下「デジタ

ル簡易無線機」という。）に係る総合調整、納入及び関係機関への諸手続等の業

務を行うこと。また、当該手続に関する一切の準備及び費用は、受注者の負担と

する。 

 ⑵ 受注者は、本仕様書に明記されていない事項であってもデジタル簡易無線機の

機能上、当然具備するべきものについては、これを充足するものとする。 

 ⑶ 受注者は、本仕様書に明記されていない事項であってもデジタル簡易無線機の

機能、性能、保守管理上及び無線の運用上必要な事項については、発注者に連絡

のうえ協議し、受注者の負担により行うこととする。 

 ⑷ 受注者は、発注者と協議したときは、協議内容について議事録等を作成すると

ともに、当該議事録等を発注者の担当者に提出するものとする。 

 ⑸ 発注者は、受注者から補助金申請に必要な書類の提出を求められた場合は、速

やかに提出すること。 
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８ その他 

 ⑴ この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受け

るものとする。 

 ⑵ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑶ 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行

為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合

管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じ

ること。 

 

９ 同等品規格確認票 

  別紙仕様詳細に記載する規格の同等品以上で積算する場合は、入札前に草加八潮

消防組合情報指令課の担当者にカタログ等を掲示して必ず説明を行い、同等品規格

確認票に確認印を得た上で入札に臨むこと。 

 

１０ 問い合せ先 

   草加八潮消防組合 草加八潮消防局情報指令課 情報システム係 

   電話 ０４８－９９６－０１３４ 内線 ６０－２７１ 
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別紙仕様詳細 

 

１ 機器の性能及び仕様 

 ⑴ 基地局 

  ア 性能概要 

   ① スピーカーマイクロフォンが付属しておりマイク部で操作が可能なこと。 

   ② デジタル暗号処理で秘話通信ができること。 

   ③ 通話する相手を選べるセレコール機能があること。 

   ④ デジタル登録局８２ｃｈに対応していること。 

   ⑤ 基地局は、消防団本部（各消防署の消防団事務局の執務室内）で使用する

ことを想定していること。 

  イ 基地局一式の構成 

   ① 固定無線機本体１基 

   ② スピーカーマイクロフォン１個 

   ③ マイクフック１個 

   ④ 電源安定化装置１基 

   ⑤ 外部アンテナ１本 

   ⑥ その他基地局運用に必要な部材等一式 

   ⑦ 設置作業一式 

  ウ 規格 

   ① チャンネル数 

     ３５１ＭＨｚ帯８２ｃｈ 

   ② 電波形式 

     Ｆ１Ｃ、Ｆ１Ｄ、Ｆ１Ｅ、Ｆ１Ｆ 

   ③ 送信出力 

     ５Ｗ、１Ｗ 

   ④ 変調方式 

     デジタル４値ＦＳＫ 

   ⑤ 電源電圧 

     ＤＣ１３．８Ｖ±１０％ 

   ⑥ 温度範囲 

     －２０℃～＋６０℃ 

   ⑦ 重量 

     ７００ｇ以内 

   ⑧ 寸法（突起物含まない） 

     幅１２０mm×高さ２５mm×奥行１５０．４mm程度 

   ⑨ 空中線は、利得７．１５ｄＢｉの３段コリニアを使用し、全長は２ｍ以内
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とすること。 

 ⑵ 移動局 

  ア 性能概要 

   ① 防水防塵性能については、アメリカ国防総省軍用規格ＭＩＬ－ＳＴＤに適

合しており、ＩＰ５４・ＩＰ６８以上の堅牢さを有していること。 

   ② 混信を低減するため５１１通り以上のユーザーコードを設定できること。 

   ③ 液晶表示画面に全角７文字以上の漢字表示ができること。また、画面上部

及び下部に情報や操作を補助するキーガイドが表示できること。 

   ④ 電源投入時に下記の文言を順次表示できること。 

     「○○市消防団」→「（識別符号）」→「チャネル名」 

  イ 移動局（一式）の構成 

   ① 携帯型無線機１基 

   ② バッテリーパック（１８２０ｍＡｈ以上）１個 

   ③ 充電器・ＡＣアダプタ一式 

   ④ ベルトクリップ１個 

   ⑤ 車載用マグネットアンテナ 

    （注意）草加市消防団及び八潮市消防団分のみ付属させること。 

   ⑥ その他移動局運用に必要な物 

  ウ 規格 

①  チャンネル数 

     ３５１ＭＨｚ帯８２ｃｈ以上 

②  電波形式 

     Ｆ１Ｃ、Ｆ１Ｄ、Ｆ１Ｅ、Ｆ１Ｆ 

   ③ 送信出力 

     ５Ｗ、１Ｗ 

③  変調方式 

デジタル４値ＦＳＫ 

   ⑤ 電源電圧 

     ＤＣ７．４Ｖ±１０％ 

   ⑥ 内蔵スピーカー出力 

     ７００ｍＷ（１０％歪） 

   ⑦ 温度範囲 

     －２０℃～＋６０℃ 

   ⑧ 使用時間の目安 

     ５Ｗ運用で送信５：受信５：待受９０の比率で使用し約１３時間又はそれ

以上使用できること。 

   ⑨ 重量 
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     アンテナ、ベルトフック、バッテリー及び本体で２５０ｇ以内 

   ⑩ 寸法 

     バッテリー装着時の外形寸法（突起物を含まない）が幅５８mm×高さ１１

２mm×奥行３１mm以内 

 ⑶ 免許申請 

   基地局及び移動局を運用するための必要な登録申請を受注者が代行すること。 

 

２ 参考例示品 

 ⑴ 基地局 

  ア 固定無線機 

    ケンウッド社製 ＴＭＺ-Ｄ５０４Ｅ 

  イ 固定架電源装置（電源安定化装置） 

    ケンウッド社製 ＫＰＳ－１８ 

  ウ 空中線 

    第一電波工業製 ３５０ＭＶＨ 

 ⑵ 移動局 

  ア 携帯型無線機 

    ケンウッド社製 ＴＰＺ－Ｄ５６３Ｅ 

  イ バッテリーパック及び充電器 

    携帯型無線機に付属するもの 

  ウ 車載用マグネットアンテナ（草加市消防団、八潮市消防団分のみ） 

    第一電波工業製 ＭＲ３５０ 

 

    参考例示品以外の同等品以上で積算する場合は、入札前に情報指令課担当者

にカタログ等を掲示して必ず説明を行い、同等品規格確認票に確認印を得た上

で入札に臨むこと。 

 

３ 納入数 

区分 

納入品 

草加 市

消防団 

八潮市

消防団 

消防局 納 入 数

合計 情報指令課 警防課 

基地局一式 １ １ １ １ ４ 

移動局一式 １４ １９ １２ － ４５ 

 

４ 納入場所 

 ⑴ 基地局一式（合計４式。アからエの場所に一式ずつ設置すること。） 

  ア 草加市消防団本部（草加市神明二丁目２番２号草加消防署２階） 

  イ 八潮市消防団本部（八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地八潮消防署２階） 
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  ウ 消防局情報指令課（八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地八潮消防署３階） 

  エ 消防局警防課（草加市神明二丁目２番２号草加消防署３階） 

 ⑵ 移動局一式 ４５式 

   消防局情報指令課（八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地八潮消防署３階） 

 

５ 基地局設置作業 

 ⑴ 固定無線機設置場所 

   基地局無線局は、次のアからウの場所に設置すること。 

   なお、詳細な設置位置は、担当者と協議し決定すること。 

   また、消防局情報指令課に設置する基地局は、今後別の場所に移設予定のため

執務室内の配線は仮設（日常の業務に影響を与えない範囲内）で差支えない。 

  ア 草加市消防団本部 

    草加消防署管理課執務室 

    （草加市神明二丁目２番２号 草加消防署２階） 

  イ 八潮市消防団本部 

    八潮消防署管理課執務室 

    （八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地 八潮消防署２階） 

  ウ 消防局 

   ① 情報指令課 

    （八潮市大字鶴ケ曽根１１８５番地 八潮消防署３階） 

   ② 警防課 

    （草加市神明二丁目２番２号 草加消防署３階） 

 ⑵ 空中線設置作業 

  ア 空中線取付等の高所作業は、適切な危険防止策をとり、十分な安全管理の上

実施すること。 

  イ 空中線は、屋上支柱等に取り付けるものとするが、詳細については担当者と

協議すること。 

  ウ 屋上での接栓接続部は、振動等により接続不良を生じさせないよう確実に施

工し完全な防水処理を施すこと。 

  エ 建物内への配線の引き込みについては、防水処理及び水切りを十分に考慮す

ること。 

  オ 設置・取付に係る全ては、受注者の負担とする。 

 

６ 基地局・移動局の名称表示 

  固定無線機及び携帯無線機の本体に、受注者が別途指示する名称を標示（貼付）

し納品すること。標示の方法は、発注者及び受注者が協議の上決定する。 
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７ 提出図書 

  納品の際、次の図書を提出すること。 

 ⑴ 取扱説明書 必要部数 

 ⑵ その他必要な書類 必要部数 

 

８ 検査 

  仕様書、関係法令等に基づき、発注者及び受注者立ち合いの下、納入検査を実施

する。検査の結果、不備がある場合は、納入期限までに指示通り改修又は取り替え

を行うこと。 

以下余白 


